
都市計画提案の手続きの流れ

事前相談 制度の概要や提出書類等の説明・情報提供

【電話・メール】

事前協議

【来庁・ウェブ会議など】 ※要予約

提出

【来庁・郵送】 計画提案書等の受理

都市計画の決定等の必要性についての判断

行政素案の作成

※ 地区計画に関する提案の場合には、「都市計画の案の作成」前に、都市計画素案の縦覧を行ないます。

都市計画審議会へ付議

都市計画決定（告示）

都市計画審議会の意見を聴取

提案者に対する通知通知書の受領

必要がないと

判断したとき

必要があると

判断したとき

通知書の受領

市の判断等に関する

意見書の提出

都市計画の案の作成

都市計画案の縦覧

・提案内容の検討

・地元説明

・提出書類の準備・作成

・判断の内容（理由含む）

・行政素案

・行政素案に対する意見を提出できる旨

通知

・判断の内容（理由含む）

・判断に対する意見を提出できる旨


